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３８ 都市整備局 木造住宅密集地域の整備促進 

事
業
概
要 

                                     
 山手線と環状７号線の間や中央線沿線を中心に分布する木造住宅密集地域にお
いて、老朽住宅等の建替えを促進し、道路・公園などの公共施設を整備するなど
防災・居住環境の整備を総合的に行うことによって、災害時の基礎的安全性を確
保するとともに良好な住環境の形成を目指す。 
 また、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、木造住宅密集地
域の改善を一段と加速するため、「木密地域不燃化１０年プロジェクト」を実施す
る。 
 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

 木造賃貸住宅地区総合整備事業（昭和 58 年）など各種制度を経て、平成８年か
ら木造住宅密集地域整備促進事業（木密事業）を開始し、地域特性等に配慮しつ
つ、安心して住み続けられるまちづくりを推進している。なお、木造住宅密集地
域の整備及び不燃化を効率的に促進するため、平成 18 年４月、東京都防災生活圏
促進事業と統合し、木造住宅密集地域整備事業を開始した。 
 平成 22 年 1 月に改定した「防災都市づくり推進計画」に基づき、市街地の不燃
化をスピードアップさせるため、本事業の実施と共に防火規制等の規制・誘導策
を重層的に実施することとしている。 
 
 平成 24 年１月 「木密地域不燃化１０年プロジェクト実施方針」策定 
 平成 24 年２月 「木密地域不燃化１０年プロジェクト」不燃化特区制度の先行 
         実施地区に関する募集要領公表  

現
在
の
進
行
状
況 

 
・ 事業実施地区数                      46  地区 
・ 事業実施面積                  約 2,015  ｈａ 
・ 老朽木造住宅の共同住宅への建替戸数           7,120 戸 
・ 道路・公園用地の取得                    240,870 ㎡ 
・ コミュニティ住宅（従前居住者用）の建設        386 戸 
・ 住まいづくり・まちづくり協力員登録制度        38  社 
 

今
後
の
見
通
し 

 木密地域不燃化１０年プロジェクトの実施により、整備地域において 10 年後に
市街地の不燃化により延焼による焼失ゼロ（不燃領域率 70％）の実現と延焼遮断
帯となる主要な都市計画道路の 100％整備を目指す。 
 

問い合わせ先 都市整備局 市街地整備部 防災都市づくり課 電話 03-5320-5144 

 


